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問合せ 

教育委員会中央図書館 

担当：花井（はない） 

052-601-5335 

 

図書館の利用者カード登録が更新制になり、 

登録要件も拡がります 

 

令和７年（２０２５年）４月より、登録情報を適正に管理するため、図書館の利用

者カード登録が更新制（有効期間３年）に変わります。また、利用者カード登録の要

件が拡がります。 

 

■更新制の内容 

・現在、利用者カードをお持ちの最初の有効期限は、令和８年（２０２６年）４月

１日から令和１１年（２０２９年）３月３１日までのいずれかの日が設定されま

す。４月以降に新規登録された方は、登録された日から３年に設定されます。 

（更新手続き） 

・原則、ご本人の来館による必要書類の提示での手続きとします。 

（登録情報に変更がある場合は届出が必要となります。） 

・有効期限は、更新手続きを行った日から３年間となります。 

・更新後もお手持ちの利用者カードはそのまま使用できます。 

■登録の要件 

利用者カード登録の対象者が「知多半島内５市５町に在住・在勤・在学の方」か

ら、「愛知県内にお住まいの方、または、県外にお住まいで東海市内在勤・在学の

方」へ拡がります。 

■変更日 

令和７年（２０２５年）４月１日（火） 

Tokai City 

ともにつながり 笑顔と希望あふれるまち とうかい 

東海市 
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